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第１号議案 

 

    

 

廿日市市景観審議会会長の選出について 
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氏　　名 備　　考

稲 田　恵 子  廿日市地域

岡 本　礼 子  大野地域

梶 本　歌 子  吉和地域

佐 藤　 　洋  佐伯地域

正 木　文 雄  宮島地域

三 浦　浩 之  広島修道大学 人間環境学部 人間環境学科　教授

森 保　洋 之  広島工業大学　名誉教授

塩 田 ひとし  一般社団法人 はつかいち観光協会　会長

中 山　隆 弘  都市計画審議会　会長

細 見　　 恵  社団法人 広島県建築士会 まちづくり委員会　委員

山 田　延 弘  広島耐震診断設計協同組合　管理建築士

吉 田　正 裕  社団法人 宮島観光協会　副会長

その他市長が
必要と認める者

廿日市市景観審議会委員名簿

《任期》　平成２８年　１月２５日から
平成３０年　１月２４日まで

条例第１９条第２項関係：１２人以内

市　民

学　識
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第２号議案 

 

 

 

はつかいち景観百選の選定基準等について 
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１１１１    はつかいち景観百選のはつかいち景観百選のはつかいち景観百選のはつかいち景観百選の応募状況等について応募状況等について応募状況等について応募状況等について    

（１）（１）（１）（１）応募件数（応募件数（応募件数（応募件数（160311160311160311160311 現在）現在）現在）現在）    

応募件数 11件 

 ワークショップ抽出件数 30件 

  物件概要（別紙参照：応募物件等概要資料） 

    

（２）（２）（２）（２）当初募集方法当初募集方法当初募集方法当初募集方法    

○PR（11/1） 

・はつかいち広報掲載（10/1） 

・市 HP 掲載 

・フェイスブック掲載 

・各市民センターチラシ設置 

○関係者周知（11/1） 

    ・各市民センターへ依頼 

写真倶楽部等関係者へ配布を依頼 

    ・景観１００選WS 参加者へ周知 

○その他 

・出前講座等で PR 

 

（３）（３）（３）（３）募集対策強化募集対策強化募集対策強化募集対策強化    

1 月末の時点で応募数が 3 件のため対策実施 

○PR 

    ・市 HP お知らせ欄において、10 日おきに繰り上がるように設定 2/1 実施 

    ・市民ホール（さくらぴあ）にポスター、パンフレットの設置 2/8 実施 

    ・市役所行政情報（1 階ロビーモニタ）に情報表示 3/1 実施 

    ・FM はつかいち ラジオ番組での募集紹介（きらり☆はつかいち 2/23,24,26） 

・イベント関係でのポスター、チラシ等の設置（さくらまつり、写真展等） 今後調整 

 

○関係者周知 

    ・各市民センターへ再度依頼 2/8 送付 

写真倶楽部、郷土史、市民大学等関係者へ配布を依頼 

    ・景観１００選WS 参加者へ再度周知 2/8 送付 

・市職員に対してインフォメーション機能による周知 2/8 実施 

・市関係大学へお願いして学生等への周知 2/16 送付 
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２２２２    はつかいち景観百選の選定はつかいち景観百選の選定はつかいち景観百選の選定はつかいち景観百選の選定手法手法手法手法についてについてについてについて    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地確認、地域活動等の現地確認、地域活動等の現地確認、地域活動等の現地確認、地域活動等の内容内容内容内容（（（（事務局事務局事務局事務局））））    
○景観阻害要素の有無・状況 

○視点場へのアクセス 

○視点場の状況：安全性、美観（ゴミ） 

○景観・環境を守る制度や取組（活動） 

○景観を活かす取組（活動） 

○その他、評価の指標、参考・加点の指標で確認を要するもの 

ステップ１ 
（一次審査：点数づけ…） 

 （
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ステップ２ 
（二次審査：選定） 
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ステップ１ステップ１ステップ１ステップ１で点数がで点数がで点数がで点数が((((特に特に特に特に))))低い景観低い景観低い景観低い景観    
※加点の指標を考慮（下記） 

選選選選    定定定定 

事務局事務局事務局事務局 廿日市市景観審議会廿日市市景観審議会廿日市市景観審議会廿日市市景観審議会    

応応 応応
    
募募 募募
 

『はつかいち景観百選』の公募・『はつかいち景観百選』の公募・『はつかいち景観百選』の公募・『はつかいち景観百選』の公募・審査（審査（審査（審査（選定選定選定選定））））の手順（流れ）の概要の手順（流れ）の概要の手順（流れ）の概要の手順（流れ）の概要図図図図 

○書類が整っていない場

合：追加提出のお願い 

○『はつかいち景観百選』

の対象外 

・理由の整理 

必要に応じて、現地確認、地域活動等の把握（事務局）必要に応じて、現地確認、地域活動等の把握（事務局）必要に応じて、現地確認、地域活動等の把握（事務局）必要に応じて、現地確認、地域活動等の把握（事務局）    
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＜参考・加点の視点と指標＞＜参考・加点の視点と指標＞＜参考・加点の視点と指標＞＜参考・加点の視点と指標＞ 

視点４：（景観を守り、活かす）活動・取組の度合い 
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（（（（１１１１））））選定の目的選定の目的選定の目的選定の目的    

「はつかいち景観百選」の目的・ねらいは、「景観の存在や価値を市民の皆さんと共有すること、景

観を親しみ・楽しむこと、景観を通じて地域への愛着を高めること、広く知ってもらうこと、そして、

市民の皆さんの連携や支援などによって、景観を守り、活かせる取組につながることを目指します。」

としている。 

したがって、「はつかいち景観百選」は、前述の目的に応じた一定水準以上の価値や魅力、条件を有

し、市民等に理解・共感してもらう景観を選定する必要がある。 

このため、一次審査においては、景観を構成する景観資源（景観構成要素）の状況とともに、実際に

現地を訪ねてもらうため、アクセスを含めた視点場の状況も把握・評価し、二次審査における選定の基

礎資料とする。 

また、景観そのものではないが、景観に関わる活動・取組の状況や将来的な変動要因などを把握・評

価し、二次審査における選定の参考資料とする。また、今後の「景観を守り、活かせる取組」などに反

映したいと考えている。 

さらに、一次審査では、景観の種類、地域別の状況（応募点数、分布）の整理を行い、二次審査にお

ける「分野別の考慮」「地域別の考慮」などの基礎資料として整える。 

 

    

（（（（２２２２）事前審査）事前審査）事前審査）事前審査    ～～～～要件要件要件要件チェックとチェックとチェックとチェックと基礎的データの収集・整理基礎的データの収集・整理基礎的データの収集・整理基礎的データの収集・整理～～～～    

アアアア    事前審査事前審査事前審査事前審査    

事務局において、応募された景観ごとに、次の要件を確認する。 

対象外になるものがある場合は、その理由を明確にしておく。 

○記載事項のチェック（必須、選択事項） 

書類が整っていない場合は、提出者にその旨を伝え、追加提出を求める。追加提出が募集期間

（締切日）を過ぎる場合は、当初の受付が募集期間内であれば、一定期間は受け付ける（追加提

出の期間は状況に応じ調整する）。 

○対象となる景観のチェック（一般的な視覚可能か、など） 

○見る対象、見る場所のチェック（市内のものか、市内から見えるものか） 

 

イイイイ    基礎データ等の収集・整理基礎データ等の収集・整理基礎データ等の収集・整理基礎データ等の収集・整理    

応募者が記載していない「評価の指標、参考・加点指標」に関することについては、必要に応じて

現地調査等を行いながら、追加の基礎的データ等の収集・整理を行う。 
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（２）ステップ１（一次（２）ステップ１（一次（２）ステップ１（一次（２）ステップ１（一次審査審査審査審査））））～～～～評価の視点と指標による点数づけ評価の視点と指標による点数づけ評価の視点と指標による点数づけ評価の視点と指標による点数づけ～～～～    

アアアア    評価の視点と指標の設定評価の視点と指標の設定評価の視点と指標の設定評価の視点と指標の設定    

市景観計画における「景観」の定義から、「景観」は、眺められる対象とその対象を眺める人間との

関係があって認識される物であり、その目に見えるものに加え、背後にある地域性や歴史性等の関係

性を認識することで「景観」の全体像が把握されるとある。 

評価の視点の設定に当たっては、これを踏まえ、見る対象の景観資源、景観構成要素のあり方を「景

観そのもの度合い」、また、見る対象の客観的な状況と見る人の受け止め方を、「景観の特色・印象の

度合い」、眺める場所のあり方を「視点場の度合い」として評価の視点を設定した。 

さらに、この３つの視点に対して、客観的に評価するための指標についてそれぞれ設定した。 

これらの内容は、これまでのワークショップで、実際に運用し、その状況、意見等を踏まえ、事務

局において内容の調整を行った。 

＜評価の視点と指標＞ 

    ●視点１：景観そのものの度合い 

景観資源と景観構成要素を、良好な形で見ることができるか。   

① 景観資源（中心となるもの）が何なのか、はっきりしている。 

② 景観資源そのものが、良好に保たれている、継承されている。 

③ 視点場と景観資源の間又は背景に、気になるもの（阻害要因、邪魔するもの）がない。 

④ 景観資源は、周辺の環境と調和している、一体となっている。（違和感はない） 

●視点２：景観の特色・印象の度合い 

その景観（景観資源）は、特色、希少価値あるものとなっているか。   

① 廿日市市又は地域（旧市町等）を特徴づける景観である。 

② 地域の歴史又は自然、あるいは都市文化・生活文化を反映する景観である。 

③ 他の場所にはない、めったに見られない景観である。 

④ 後世に残したいという印象を受ける。 

⑤ 感動したり、他の人に見てもらいたいと思ったりする。 

●視点３：視点場の度合い 

見る場所の環境や条件は、良好であるか。 

① 安全に落ち着いて見ることができる場所である。 

② 誰でも安全・容易に視点場まで行くことができる。 

（公共交通、道路・歩行環境、駐車場、案内板等） 

③ 視点場にはゴミなどの環境を阻害するものはない。 

 

イイイイ    加点の視点加点の視点加点の視点加点の視点と指標の設定と指標の設定と指標の設定と指標の設定    

「はつかいち景観百選」は、景観形成の市民協働に向けた施策のひとつでもあることから、基本理

念にある「未来につなぎ・さらに育む」に関連した視点の必要があると考え、「景観を守り、活かす活

動の取組みの度合い」と「将来性の度合い」の視点を設けた。 

ワークショップで実際に運用して見たところ、この二つの視点は、視点１から３の景観そのものの

評価とは、性質が異なるため、変動が大きく、同列での評価が難しい状況であった。 

しかし、将来的な可能性を探り、広く情報を集め、発展的な活用につなげる視点も必要であるため、

同列での評価では無く、別に設け、ステップ１の一次審査における参考として扱い、視点１～３で点数

が(特に)低い景観の再検討、及び景観の保全・活用やまちづくりを考えることの資料として活用するた

め加点の視点として設定した。 

＜評価の視点と指標＞ 

    ●視点１：景観そのものの度合い 

景観資源と景観構成要素を、良好な形で見ることができるか。   

① 景観資源（中心となるもの）が何なのか、はっきりしている。 

② 景観資源そのものが、良好に保たれている、継承されている。 

③ 視点場と景観資源の間又は背景に、気になるもの（阻害要因、邪魔するもの）がない。 

④ 景観資源は、周辺の環境と調和している、一体となっている。（違和感はない） 

●視点２：景観の特色・印象の度合い 

その景観（景観資源）は、特色、希少価値あるものとなっているか。   

① 廿日市市又は地域（旧市町等）を特徴づける景観である。 

② 地域の歴史又は自然、あるいは都市文化・生活文化を反映する景観である。 

③ 他の場所にはない、めったに見られない景観である。 

④ 後世に残したいという印象を受ける。 

⑤ 感動したり、他の人に見てもらいたいと思ったりする。 

●視点３：視点場の度合い 

見る場所の環境や条件は、良好であるか。 

① 安全に落ち着いて見ることができる場所である。 

② 誰でも安全・容易に視点場まで行くことができる。 

（公共交通、道路・歩行環境、駐車場、案内板等） 

③ 視点場にはゴミなどの環境を阻害するものはない。 
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ウウウウ    評価の視点による点数づけ評価の視点による点数づけ評価の視点による点数づけ評価の視点による点数づけ    

事前審査を通過した景観について、事務局（５名程度）において、次の手順で点数づけを行う。 

○評価の視点１～３に関する指標に基づき、応募された景観について、１～５点の評価を行う。 

（点数が大きいほど、評価は高い）⇒景観評価シート（採点表）を使用 

○各評価の点数を合計して総合点とし、総合点順にリストをつくる。 

リストは全体及び景観の種類ごとに作成する。 

   ○加点の視点についても同様に評価を行い、関係リストを作成する。 

○応募全体及び景観の種類ごとの平均点や点数の分布などを整理する。 

 

〈景観の種類〉 

■地形や地物 

○自然（眺望、山、海、水辺…） 

○歴史（史跡、寺社、歴史的町並み、近代化遺産…） 

○現代的な施設・都市（公園、建物・施設、道路、町並み、その他建造物…） 

■人々の営み（地形や地物とセットで） 

○生活・文化（暮らしの風景、継続的な地域活動、伝統行事、イベント…） 

○生業・産業（農業・農地、漁業・カキ筏、風物詩、継続的な商店街の催し、作業所の営み…） 

 

（３）ステップ２（二次（３）ステップ２（二次（３）ステップ２（二次（３）ステップ２（二次審査審査審査審査）～）～）～）～廿日市市景観審議会廿日市市景観審議会廿日市市景観審議会廿日市市景観審議会による選定～による選定～による選定～による選定～    

『廿日市市景観審議会』において、次の二次審査を行う。 

○一次審査の結果（視点１～３に関する点数、順位、平均点、点数の分布など）を確認するとともに、

点数が（特に）低い景観については、加点の指標を含めて確認する。 

○前記の点数に加え、次の点を考慮し、選定候補を検討する。 

・分野別の考慮（特に、伝統行事等の生活・文化、生業・産業） 

・個別指標の特色等の考慮（特定の指標の評価が高く、その点を重視できる場合など） 

○以上のプロセスを踏まえるとともに、必要に応じて現地審査などを行い、総合的に評価し、『はつ

かいち景観百選』を選定（決定）する。 

＜参考・加点の視点と指標＞  

●視点４：（景観を守り、活かす）活動・取組の度合い 

景観を守り、活かす取組は、景観の価値の維持や地域の活性化などにつながる。   

① 景観や一帯の環境を保全するための取組（活動、制度など）が行われている。 

② 景観を活かす取組が活発に行われている。（ボランティアガイド、情報発信など） 

③ 視点場の認知度が高い。（よく知られた場所） 

●視点５：将来性の度合い 

将来にわたって景観が保全され、活かされると思うか。  

① 将来にわたり阻害要因ができる可能性は少ないと思う。 

② 今後、地域の活動等により、今以上に環境が良くなったり、活かされたりすると思う。 

③ 将来、今以上によく知られたり、訪れたりされる景観になると思う。 
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３３３３    はつかいち景観百選のはつかいち景観百選のはつかいち景観百選のはつかいち景観百選の運用・活用の方向づけ運用・活用の方向づけ運用・活用の方向づけ運用・活用の方向づけ    

はつかいち景観百選の選定を一つの契機として、景観施策における、市民協働に向けた取組みをさ

らに図る必要がある。ワークショップ及び講演会において、景観施策の展開については、様々な意見を

頂いており、４つの方向性として捉え、次のようにまとめた。 

① 景観に関する情報の周知不足⇒情報の発信・ＰＲ、体験機会の確保 

② 幅広い景観の保全・活用（まちの美観形成、教育・学習、観光をはじめとした産業振興など） 

③ ワークショップ参加者との継続した連携 

④ 景観形成に向けた関係する部署の連携した取組 

こうした点を踏まえ、『はつかいち景観百選』の運用・活用において、４つの柱を設定し、施策・事

業の計画的な実施に努める。 

 

（１）（１）（１）（１）景観に関わる啓発・情報発信などの取組を進める（前記の指摘事項①に対応）景観に関わる啓発・情報発信などの取組を進める（前記の指摘事項①に対応）景観に関わる啓発・情報発信などの取組を進める（前記の指摘事項①に対応）景観に関わる啓発・情報発信などの取組を進める（前記の指摘事項①に対応）    

『はつかいち景観百選』のねらいなどをわかりやすく市民等に伝えるとともに、選定された景観の

魅力や価値の共有化、景観を訪ねる意識づけなどにつながる情報発信や体験機会の確保などに努める。 

＜取組例＞ 

○ＰＲ・情報発信（パンフレット、ホームページ、ＳＮＳの活用など） 

○はつかいちの風物詩としての取りまとめと紹介･情報発信 

○フォト･絵画コンテストなどの開催（情報発信、絵葉書の作成） 

○外国語へ対応した情報発信 等々 

 

（２）（２）（２）（２）景観の保全・継承、活用に関わる取組を進める（同②）景観の保全・継承、活用に関わる取組を進める（同②）景観の保全・継承、活用に関わる取組を進める（同②）景観の保全・継承、活用に関わる取組を進める（同②）    

選定された景観のある地域の住民を中心に、地域資源として景観を守り、継承し、活かす活動を促

進する。また、関係活動の交流・連携を支援するとともに、全市的、広域的な景観の活用を検討する。 

＜取組例＞ 

○景観（地域資源）を活かしたイベントとの連携 

○観光資源としての連携・活用 

○景観を活用した市内周遊コースづくり（テーマ、時間、地域などを考慮、多様なコース設定） 

○景観を活用した広域的周遊コースづくり（近隣市町、瀬戸内海地域、ロングトレイルなど） 

○民俗芸能等の担い手の確保・育成との連携 

○情報発信、コンテスト結果と関連した景観資源や視点場の保全・ブラッシュアップ 

○アクセスルートの確保･整備 等々 

 

※ロングトレイル 

  歩きながら地域の自然や文化を楽しめる道のことと理解されています。 

広島湾岸トレイル構想があり、湾岸（島嶼部を含む）の山々などをめぐるコースなどが設定されており、廿日市市（宮島、

極楽寺山など）もその中に入っています。 
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（３）（３）（３）（３）市民等の参加や連携・協働による取組を進める（同市民等の参加や連携・協働による取組を進める（同市民等の参加や連携・協働による取組を進める（同市民等の参加や連携・協働による取組を進める（同③③③③））））    

景観資源や視点場は、公共施設・用地だけではなく、多くの民間施設・用地が含まれている。一丸

となった本市の景観形成を進めるため、地域住民、関係権利者等の理解と協力、そして参加・協働によ

り、景観を守り、活かす取組を進める。 

＜取組例＞ 

○はつかいち景観づくりサポーター制度に向けた取組み 

○市民による『はつかいち景観百選』の点検･モニタリング 

○市民等の参加による清掃･美化活動、活用の取組 

○はつかいち都市デザイン賞（仮称）の創設 

○はつかいち景観づくり講座開設に向けた取組み 等々 

    

 

（４）（４）（４）（４）庁内及び関係市町等との連携による施策・事業を進める（同庁内及び関係市町等との連携による施策・事業を進める（同庁内及び関係市町等との連携による施策・事業を進める（同庁内及び関係市町等との連携による施策・事業を進める（同④④④④））））    

景観の有する幅広い価値や可能性を認識し、景観（都市計画）分野だけでなく、観光・交流、教育・

文化、健康づくりなどの分野における施策・事業と、連携した取組による相乗効果の発揮や効率化に努

める。 

また、広域的に広がりを有する景観の保全・活用、景観の観光資源などとしての活用においては、

関係市町等と連携した取組展開に努める。 

＜取組例＞ 

○庁内連携体制の構築 

○『はつかいち景観百選』活用のプロジェクトチームの設置 

○瀬戸内 海の道構想と関連づけた景観活用の取組 

○広島湾岸の景観資源活用の広域的な取組：景観ポイント（視点場、景観資源）の設定、テーマと

ルートづくり、情報発信など 

○官民連携による景観探訪クルーズなど海上・島からの景観活用の取組 等々 
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